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山梨県「県内下請活用審査型」総合評価試行要領 
 

（趣旨） 

第１条 この要領は、山梨県が発注する建設工事の請負契約において、地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０の２の規定に基づき、価格及びその他の

条件が最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする総合評価の実施において

県内下請の活用を審査する方式（以下「県内下請活用審査型総合評価落札方式」という。）

の試行に関して必要な事項を定めるものとし、その実施に関しては、この要領に定める

もののほか、山梨県建設工事総合評価活用ガイドライン、山梨県建設工事総合評価実施

要領の定めるところによるものとする。 

 

（対象工事） 

第２条 総合評価落札方式により行う一般競争入札のうち、入札参加資格要件により参加

者が県外企業のみとなる工事を対象とする。 

 
（総合評価落札方式のタイプ） 

第３条 本要領による執行にあたっては、簡易型を用いるものとする。（別記１「適用タイ

プ表」参照） 
 

（評価の方法） 

第４条 総合評価落札方式で定める評価の方法については、別記２「落札者決定基準」に

よるものとする。 

 

（入札参加者への周知） 

第５条 発注機関の長は、入札参加者に対し入札公告により次の事項を周知するものとす

る。 

（１）県内下請活用審査型総合評価落札方式を採用していること。 

（２）「入札参加資格確認資料作成要領」に定められたすべての様式を提出すること。  

（３）価格以外の評価点の評価項目及びその配点に関すること。 

（４）落札者の決定方法に関すること。 

（５）総合評価に関する審査結果が公表されること。 

（６）価格以外の評価点について疑義の照会ができること。 

 

（県内下請活用の履行の確保） 

第６条 落札者の提示した県内下請の活用計画は契約内容となるため、発注者は当該工事

の契約後速やかに、その項目を含めた施工計画書及び施工体制台帳の提出を請負者に求

め、具体的な内容を両者確認のうえ、実施状況等を確認していく。なお、請負者の責に

より提出資料どおり履行がなされていないと判断された場合は、所管事務所で審議し「山

梨県建設工事成績評定要領」に基づき的確に工事成績に反映するものとし、県内下請企

業の活用について適正な履行の確保及び評価を行うものとする。 
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（その他） 

第７条 発注機関の長は、本要領の執行に関して疑義が生じた場合は、技術審査会におい

て協議し対応するものとし、必要に応じて山梨県総合評価委員会に諮るものとする。 

 

附 則 

１ 本要領は、平成２０年８月１日から適用する。 

２ 平成２１年 ４月１５日 一部改正 

３ 平成２２年 ４月 １日 一部改正 

４ 平成２２年１０月 １日 一部改定 

５ 平成２３年 ４月 １日 一部改定 

６ 平成２４年 ４月 １日 一部改定 

７ 平成２７年１０月 １日 一部改定 

８ 平成２８年 ４月 １日 一部改正 

９ 平成２９年 ４月 １日 一部改正 

10 令和２年  ４月 １日 一部改正 

11 令和５年  ４月 １日 一部改正 

12 令和５年 １０月 １日 一部改正 

13 令和６年  ４月 １日 一部改正 

14 令和７年  ４月 １日 一部改正 

15 令和７年 １０月 １日 一部改正 
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別 記１ 「適用タイプ表」 

 

 

 

 

（工事規模） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

    

Ⅰ・Ⅱ Ⅲ・Ⅳ Ⅴ・Ⅵ 
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簡易型（２５） 

【１項目】 

 

※（ ）内は、加算点の満点の目安 

 【 】内は、求める施工計画の数 

  

５千万円 

簡易型（３０） 

 【２項目】 

１千万円 

１億円 

５億円 

簡易型（３０） 

【２項目】 

簡易型（３０） 

【２項目】 
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別 記２ 「落 札 者 決 定 基 準」  

 

山梨県「県内下請活用審査型」の「落札者決定基準」は、山梨県建設工事総合評価実施要

領の別記１「落札者決定基準」を適用し、次の評価項目を加えるものとする。 

 

「３」県内下請の活用 
 

評価項目 評価基準 加算点（ｂ） 

 県内下請  （※１） 

 １ 県内下請企業の 

    活用 
（※２） 

(0～5) 

[0～6] 

 

※１ 加算点（ｂ）は、下記により設定する。 
（１）加算点（ａ）の満点が２５点の場合、（ ）の点を用いる。 
（２）加算点（ａ）の満点が３０点の場合、［ ］の点を用いる。 

 
※２ 評価基準、採用下請範囲等の活用の詳細については、個々の工事毎に定める。 



様式1－２ （簡易型）

令和○○年度

「
県
内
下
請

」

（
ａ
＋
ｂ

）

－ ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － ○ 18項目 難易度 Ⅲ

－ 10 10 － － 1 2 1 4 1 － － － 2 4 3

（
減
点

）

1 1 1 3 1 2 － 1 48点 30点 6点 36点

易・やや難
・難判定

やや難

0項目

0点

0項目

0点

0項目

0点

0項目

0点

0項目

0点

必要な説明図面を添付すること

企　　業　　の　　技　　術　　力

企業の施工技術

登
録
基
幹
技
能
者
の
配
置

新
規
雇
用
の
実
績

学　識　経　験　者　氏　名 意　見　聴　取　日

同
種
工
事
の
実
績

事
故
及
び
不
誠
実
な
行
為

Ｉ
Ｃ
Ｔ
施
工
技
術
の
活
用

令和　　　年　　　月　　　日

加
算
点

（
ｂ

）

加
算
点
合
計

学識経験者の意見聴取 備考

企業の信頼性社会性

合

計

令和　　　年　　　月　　　日

　落札者決定時の意見聴取：

要　・　不要

6

　落札者決定時の意見聴取：

要　・　不要

　落札者決定時の意見聴取：

要　・　不要

5

4

3

　落札者決定時の意見聴取：

要　・　不要

一般競争入札
（簡易型）

　落札者決定時の意見聴取：

要　・　不要

2

　落札者決定時の意見聴取：

要　・　不要

近
隣
工
事
会
社
実
績

近
隣
工
事
技
術
者
実
績

若
手
技
術
者
の
育
成

ワ
ー

ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
の
推
進

同
種
工
事
の
実
績

工
事
成
績

優
良
工
事
表
彰

専
門
技
術
力

理
解
度
･
取
り
組
み
姿
勢

ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ｹｰ

ｼ
ｮ
ﾝ
能
力

1
○○課
（○○事務所）

○○設備更新工事 ○○市○○町△△地内 ○○設備更新　１式 120

安
全
管
理

施
工
上
の
配
慮

技
術
者
の
資
格

優
良
技
術
者
表
彰

工
事
成
績

継
続
教
育

評価項目及び配分点
加
算
点

（
ａ

)

施工計画 配置予定技術者 ヒアリング 地域精通度 企業の取組

工
程
管
理

品
質
確
保

施
工
上
の
課
題

Ｉ
Ｓ
Ｏ
認
証
取
得

企業の施工実績

総合評価落札方式による発注予定箇所一覧  (県内下請活用審査型)

ＮＯ
執行所属

（所轄所属）
工事名 工事箇所 工事概要

概 　算
工事費

（百万円）

入札方式
（総合評価
の種類）

この様式は加算点算出後に更に加点するタイプに使用する。
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様式４－２

総　合　評　価　落　札　方　式　に　関　す　る　評　価　調　書 (県内下請活用審査型)

契約番号

【評価基準】

企　業　の　信　頼　性　社　会　性

工程管理 品質確保
施工上の

課　題
安全管理

施工上の
配　慮

資　格
同種工事

の
施工実績

優良技術
者

表彰
工事成績

継続教育
（CPD)

専門技術
力

理解度
取り組み姿

勢

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
能力

同種工事
の

施工実績
工事成績

優良工事
表彰

事故及び
不誠実な行

為

ＩＳＯ認証
取得状況

ＩＣＴ施工技術
の活用

登録基幹技能
者の配置

近隣工事
会社実績

近隣工事
技術者実

績

若手技術
者の育成

新規雇用
の実績

ワークライ
フバランス

の推進

【価格以外の評価結果】

企　業　の　信　頼　性　社　会　性

工程管理 品質確保
施工上の

課　題
安全管理

施工上の
配　慮

資　格
同種工事

の
施工実績

優良技術
者

表彰
工事成績

継続教育
（CPD)

専門技術
力

理解度
取り組み姿

勢

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
能力

同種工事
の

施工実績
工事成績

優良工事
表彰

事故及び
不誠実な行

為

ＩＳＯ認証
取得状況

ＩＣＴ施工技術の
活用

登録基幹技能
者の配置

近隣工事
会社実績

近隣工事
技術者実

績

若手技術
者の育成

新規雇用
の実績

ワークライ
フバランス

の推進

① ② ③－１ ③－２

※1：加算点は、小数第４位を四捨五入し第３位まで表示

加算点＝加算点（ａ）＋加算点（ｂ）＝（得点／最高得点）×＋加算点（ｂ）

※2：評価値は、小数第４位を四捨五入し第３位まで表示

一般競争入札
（簡易型）

企　　　　業　　　　の　　　　技　　　　術　　　　力

企業の
施工技術

企業の
施工技術

企　　　　業　　　　の　　　　技　　　　術　　　　力

企業の取組

企業の取組

配  置  予  定  技  術  者  の  能  力 配 置 予 定 技 術 者の ヒ ア リ ン グ

落札者決定失格基準値

③-2低入基準価格
（税抜き） （税抜き） の80% の95%

低入札調査基準価格 ①入札書比較価格 ②基準評価値 ③-1平均評価点

令和 年　　　月　　　日

令和 年　　　月　　　日

意見聴取日

評価値　※２
（Ｃ／Ａ）×100,000,000

落札者 備　考 学　　識　　経　　験　　者　　の　　意　　見　　聴　　取

氏 名

評価点の平均

【総合評価結果】

入　　札　　者
入札金額（税抜き）

（Ａ）
低入札

落札者決定基準(失格基準) 加算点※
１

（Ｂ）

技術評価点
（Ｃ）＝１００＋（Ｂ）

配　　点

入　　札　　者 合計
加算点

（ａ）

加算点
（ｂ)

「県内下請」

加算点
合計

（ａ＋ｂ）

施 工 計 画

加算点合
計

（ａ＋ｂ）施 工 計 画 配  置  予  定  技  術  者  の  能  力 配 置 予 定 技 術 者の ヒ ア リ ン グ 地　域　精　通　度

企業の施工実績 地　域　精　通　度

評　価　項　目 合計

加算点(a)
加算点(b)
「県内下

請」企業の施工実績

工 事 概 要執行所属（所轄所属） 工　　事　　名 工　　事　　箇　　所 予定価格（税込み） 入札方式（総合評価の種類）

この様式は加算点算出後に更に加点するタイプに使用する。
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